
（発注者指定型） 

 

ＩＣＴ活用工事（土工）（島根県農業農村整備事業版）に関する特記仕様書 

 

１－１ ⅠＣＴ活用工事の定義 

ⅠＣＴ活用工事とは、次の①～⑤の施工プロセスにおいて、ⅠＣＴを全部又は一部に活用する

工事である。※ 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ⅠＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

※発注者指定型では、全ての施工プロセスでⅠＣＴ活用することを基本とする。 

なお、やむを得ず、当初想定した施工プロセスで活用することができない場合は、受発注者

間の協議により活用内容を変更できるものとする。 

 

１－２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

 ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～⑤によるものとし、その他の技術について

は、国土交通省が定める各出来形管理要領および各種要領に基づき実施すること。 

①  ３次元起工測量 

 起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択（複数も

可）して測量を行うものとする。 

 起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３次元納品

データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点の計測による測量が選択できる

ものとし、その場合もＩＣＴ活用の扱いとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

② ３次元設計データ作成 

 １－２①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来

形管理や位置出し、丁張り設置等を行うための３次元設計データを作成する。 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

 １－２②で作成した３次元設計データ等を用い、下記１）に示すＩＣＴ建設機械を作業に

応じて選択して施工を実施する。 

 但し、施工現場の環境条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難となる場合は、Ｉ

ＣＴ活用の従来型建設機械による施工を実施しても良い。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 



 １－２③による工事の施工管理において、下記（１）（２）に示す方法により、出来形管理

及び品質管理を実施する。 

（１）出来形管理 

 下記１）～９）から選択（複数も可）して、出来形管理を行うものとする。 

 出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するものとするが、施工現場の環境条件

により面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択できるものと

する。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理（土工、河床掘削） 

９）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

（２）品質管理 

 下記１０）を用いた品質管理を行うものとする。 

１０）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理 

 ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定に

よる管理そのものがなじまない場合は、適用しなくてもよい。 

⑤ ３次元データの納品 

 １－２④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

 

１－３ ＩＣＴ活用工事(土工)(島根県農業農村整備事業版)の対象工事 

（１）対象工種 

 ＩＣＴ活用工事(土工)(島根県農業農村整備事業版)の対象は、島根県農林水産部農村整備課及

び農地整備課が所管する工事で、掘削工、盛土工、法面整形工の工種とする。 

 なお、本要領によりがたい内容については、特記仕様書等により別途定めるものとする。 

（２）適用対象外 

 従来施工において、土工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない

工事は適用対象外とする。 

 

２．ＩＣＴ活用工事(土工)(島根県農業農村整備事業版)の実施方法 

２－１ 発注方式 

（１） 発注者指定型 

ⅠＣＴ活用工事の対象工事であることを明示して入札を行い、全ての施工プロセスでⅠＣ

Ｔ活用することを基本とする。 

 

 ２－２ ⅠＣＴ活用計画書等の提出 

  受注者は、ⅠＣＴ活用を実施する場合、具体的な工事内容・数量及び対象範囲を明示して監督職

員と協議し、「ⅠＣＴ活用計画書」を監督職員へ提出するものとする。 

  また、施工前に創意工夫に関する実施計画を、施工完了後に実施報告書を発注者へ提出する。（協

議が整わずＩＣＴ活用を承諾で行う場合も含む） 

 



３．ⅠＣＴ活用工事の推進のための措置 

３－１ 総合評価落札方式における加点措置（総合評価落札方式が実施される工事の場合） 

  あり（実績有無による評価） 

 

３－２ 工事成績評定における措置 

発注者は実施報告書や現地でのⅠＣＴ活用状況を確認し、創意工夫における「その他」において

ⅠＣＴの活用状況を評価するものとする。 

 

３－３ ⅠＣＴ活用工事実績証明書の発行 

発注者は、工事計画書（ⅠＣＴ活用計画書又は創意工夫に関する実施計画）に記された施工プロ

セスの履行が確認できた場合、工事完成後にⅠＣＴ活用工事実績証明書を発行する。 

 

４．ⅠＣＴ活用工事の実施における留意点 

４－１ 施工管理、監督・検査の対応 

 ⅠＣＴ活用工事を実施するにあたって、該当工種の施工管理要領、監督検査要領に則り、監督・

検査を実施するものとする。 

 監督職員及び検査職員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を実施

する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

４－２ ３次元設計データ等の貸与 

【発注者指定型】 

発注者は、原則としてⅠＣＴ活用工事に必要な３次元設計データを作成し、受注者に貸与する

ものとするが、貸与する３次元設計データに３次元測量データ（グラウンドデータ）を含まない

場合、発注者は契約後の協議において「３次元起工測量」及び「３次元設計データ作成」で必要

となる作業を受注者に指示し、これにかかる経費を工事費にて当該工事で変更計上するものとす

る。 

 

４－３ 工事費の積算 

 発注者は、発注に際して国土交通省土木工事標準積算基準書（以下、「標準積算基準」）に基づく

ものとし、標準積算基準にないものは国土交通省「ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針」

及び同方針別紙の積算要領によるものとする。 

ただし、「３次元起工測量経費」及び「貸与する３次元設計データと３次元起工測量データの

合成経費等」については、当初設計では計上せず、見積り提出を求め、設計変更するものとする。

この場合、３次元起工測量については、従来の起工測量に係る費用が共通仮設費の率に含まれて

いることから、３次元起工測量と従来の起工測量のそれぞれについて歩掛見積り（諸経費込）を

徴取して費用を算定し、両者の差額を工事価格に一括計上する。３次元設計データ作成について

は、歩掛見積り（諸経費込）を徴取して費用を算定し工事価格に一括計上する。 

  なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費については、間接

費に含まれる。 

 

４－４ ⅠＣＴ監督・検査体制の構築 

 ⅠＣＴ活用工事に精通した監督・検査職員の体制構築及び要領等を周知し、各要領等に基づいた

監督・検査を実施するものとする。 

 

４－５ 現場見学会・講習会の実施 



 ⅠＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会を積極的に実施するものとする。 

 また、より実践的な講習会等の開催についても検討するものとする。 

 

５．ⅠＣＴ活用工事に関する調査等 

  事後調査を実施する場合は、その都度、別途指示するものとし、発注者の指示がない場合は、提

出不要とする。 

 


